
事業の発展にお役立てください

（通称　マル経融資）
小規模事業者経営改善資金

小規模事業者の経営改善のお役に立つため無担保・無保証人
での国の融資制度です。

お申込みになれる方

●常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業の場合は5人以下）の法人・
個人事業主の方
●商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上（会計整備の状況等に
応じて経営指導員の判断により短縮できる場合があります。）受けている方
●義務納税額（所得税、法人税、事業税、都道府県民税もしくは市町村民税）を完
納している方
●原則として同一地区で最近1年以上事業を行っている方
●商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方

※平成20年度より生活衛生関係営業（飲食店、喫茶店、食肉、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、
美容業、映画、演劇、演芸場、旅館業、浴場業、クリーニング業）の方も、運転資金に加え設備
資金のご利用が可能となります。審査の結果によっては、ご利用いただけない場合があります。

※ ご相談の際は、裏面の必要書類をご持参ください。

融資限度額は？ 返済期間は？

マル経融資の制度の特徴

融資限度額は？

1,500万円

担保・保証人は？

不要です

返済期間は？

運転資金は 7 年以内
（据置期間1年）

設備資金は10年以内
（据置期間2年）

利率は？

1.95%（平成23年3月9日現在）
※利率は変動しますのでお問い合わせ
　ください。

※融資利率は金融情勢により変わることがあります。

マ ル 経 融 資 手 順

借入相談（随時）

毎月5日まで
にご相談

調　　査（訪問）

推薦審査会

ご連絡のうえ、担当経営
指導員が事業所へ訪問

月1回中旬開催
融資決定後、日本政
策金融公庫より借用
証書が届きます

日本政策金融公庫審査
・借用証書
・収入印紙
・印鑑証明
・償還金等の口座振
　替依頼書
以上を商工会議所へ
持参してください

●過去2年（期）分の確定申告・決算書
　（確定申告・決算書に税務署の受付印　
のない場合は所得証明書）

●最近の試算表
　（決算から6ヶ月以上経過している場合）
●会社の登記簿謄本
●見積書（設備資金の場合のみ）
●借入金明細書（返済表）
●所有不動産の登記簿謄本
　（法人の場合は代表者所有も含む）
●許認可番号（許認可業種のみ）
●納税証明書または納税の領収書
　（法人税・所得税・事業税・住民税）
●その他の書類（必要に応じて）

融 資 契 約

必
要
書
類

検討

手続き

推薦

決定

大和商工会議所経営支援チーム
〒242-0021　大和市中央1-5-40

TEL046-263-9112
URL　http://www.yamatocci.or.jp/


